


�-�h�8��
� �
 R � �� � � å � � � D� ™
��
R ���� �å �� �D�‡�p

�¢�� �å�£

�-�h�à�¬


Ë�•�ú	*�%�~�¤	ú	Ž�À

�•�à�›���‰�ÿ �������I�B

�•�”�›�›���p�V�”�Ä�À

�•�”�›�›���p�V�s�M�Ä�À

3

2 
Ë�•�ú�Ï�Ø�?	��Æ�z
€���Ä�À

	ý�ð
¢�ô�M�< �‡ �p�¢�º�?	��J�“�w
T
‹ �› �æ�M�‡�b �{

	•�R�$�t �x�z
Ë �• �å �  �Ä�è�”�ç�q�w
€�� �t �‘ �“ �z�!

�'�) �É�¿�Ä�ë �”�«�w��
R�›
$ �“ �‡ �b �{

4

 

 

6 �¢�º�?	�
b�Ê
Ç�Ù	ý���y	Ô
ƒ�”�Ä�À

�¢�º�?	���	Ý
¢�w�° �¬ �å �ï �Å�Ó�å �² 
²�±�� �y 	Ô

�q�°�å�Ê�± ���y	Ô�q�w���t 	ý���y	Ô�›
ƒ�” �` �‡ �b �{

1 
Ë�•�ú	*�%�•�à�T�•�à�h
T�g�Ä�À

�z �n 	ý�ð
¢�‰�À�•
Ë�•�ú
Ç �Ù�È�� �q�.�¦ �)�Ä�À �q

�K �˜ �d�z�ú 
 ² �¿ 	Ô � • �N �¢ � - �h �“ �Ï �s�r�› 
T 
‹

�` �‡ �b �{

2 
Ë�•�ú �× �� �è�Ï
T
‹�Ä�À

�ô�M�<�í���w�Æ�z �× �� �è�Ï�t �|�f
b �× �� �è �Ï �›


T
‹ �` �‡ �b �{


Ë�•�ú	*�%�•�à�Æ�z�°�.�$�s �‡ �j �n �X�“
�Ä�À �¢
Ë�•�ú
Ç�Ù�È���q�.�¦�)�Ä�À�£

5 �¢�º�?	����y	Ô�Ì �æ�ž �Ñ�æ�” �=�Ä�À

�i�Ê�°�¸ �è �� 
j�•�à�H�°	��¢�—�•
�6�‰
C�Ä�À

�¤	ú�¢�—�• �¯ �Û�á �Ç�Â�Ÿ�Ì �µ �á�æ�Ä�À7 �S�p�T�Z ���8�J�Ä�À

�¬�ž�¦�è�•�×�8	��~�F�2�w �b�(
Q �w�²	Í


Ë�•�’�`�^�w
C	ô�q

��w�¦�v�t�‘�”�Ð�˜�M�w
Ñ	Z

�í�w�ô�M�å� �Ñ�µ�»� �ç�w�î�q

3 
b�Ê�f�Æ�•�à�H�°	��¢�—�•�6�‰
C�Ä�À
�y�y�y


ü	á	E�P�z�Þ�?	E�P�z	Ž�À�ª
ƒ�s �r �› 
T
‹ �` �‡ �b �{

1

2

�‡�j �s�T� �­ �o �§�	�ª
ƒ
T
‹�Ä�À

	¦
’	r�g
ü�à�Í
+�·�y�ª
ƒ
T
‹�Ä�À

�‡�j �s�T�‰	E
*
��Ä�À

	E�P �µ�Ä�¿�« �Æ�;
*
��Ä�À

4 �•�¬�¦�v �· �ï �» �” 
T
‹�Ä�À�¢���Ê�•�à�£�“�Ï� �
��
R�Ä�À

2

5 
b�Ê�Æ�•�à�H�°	��¢�—�•�6�‰
C�Ä�À


b�Ê�Æ�•�à
ó�ù�ª
ƒ
T
‹�Ä�À

�•	Í���Š�z�• �< �� �Š�w
ó�ù�ª
ƒ�¢�À�¿�ª
ƒ�z

�¨ �å �µ 
’	[���z
$	{���Š���z�±	�	Ô�£ �› 
T 
‹ �`

�‡ �b �{


Ë�•	Ó�•�¬��
T
‹�Ä�À

3 �X�b�“ ���È�ª
ƒ
T
‹�Ä�À

1 �i�Ê�°�¸ �è �� 
j�•�à�H�°	��¢�—�•
�6�‰
C�Ä�À

6

7 
ï�Â� �~�¸�è�•�à�H�°	��¢�—�•�6�‰
C�Ä�À

�Ï �´ �É�µ �· �ï �» �” 
ƒ�”�Ä�À

�¤���è �“ �� �z�—�à�H�° 	��¢�—�•
�6�‰
C�Ä�À

�6�‰
C�t �‘ �“ 	Ž�À�ª
ƒ�z�±	�	Ô�s�r�› 
T
‹ �` �‡ �b �{

8


ï�Â� 
b�•�à�H�°	��¢�—�•�6�‰
C�Ä�À

	Ž �À�z�À �¿�z�×�Â�ç�z �³ �É�Ú�z	E �P�z�±	�	Ô�s �r �T

�’�s�” 
ó�ù�ª
ƒ�›
T
‹ �` �‡ �b �{

4


Ë�•�’�`�^�w
C	ô�q

��w�¦�v�t�‘�”�Ð�˜�M�w
Ñ	Z

�,�ð�Ä�À ���� �Ä�À

�× �8	��b�;���¥
T
‹�Ä�À

� H � � �8�-�h�w�“�A
����

��

�H
���8�-�h�w

�“�A

��

�H
��

�8
�-

�h
�w

�“
�A



事業主体 基幹
事業

公共交通の利便性の向上（15事業）

交通体系の整備
旧西武百貨店付近にて新停留場を設置し、利便性の向上をはかります。
●（1）市内電車西町付近新停留場設置事業

北陸新幹線開業に併せ高架下まで市内電車軌道を整備します。将来的に富山ラ
イトレールとの接続により、LRTネットワークの形成をはかります。

●（2）富山駅路面電車南北接続事業

市内電車環状線の新駅以外の７箇所について、スロープや上屋設置などバリア
フリー化を行います。

●（3）市内電車停留場バリアフリー化事業

事業主体

民間
基幹
事業

事業主体

市
民間

基幹
事業

民間

05
第 2期計画の事業一覧
第2期計画に位置づける事業の体系について

公共交通の利便性の向上

まちなか居住の推進

質の高い都市空間の整備

環境に配慮したまちづくり

健康で文化的な生活基盤整備

計

地域総合力の強化

賑わいの創出

公共交通の活性化により車に頼らず暮らせる中心市街地の形
成を図ります。

魅力ある都心ライフが楽しめる中心市街地の形成を図ります。

都市インフラが整った快適な都市空間の整備と質の高い魅力
的なまちづくりを行います。
環境配慮型のまちづくりと先導的モデルとしての意識啓発を図
ります。 
文化施設や気軽なスポーツの場が集積し健康で豊かな生活を
楽しむことができる生活基盤の整備を図ります。
良好なコミュニティの形成、交流・連携を推進する仕組みづく
りと関連団体の支援を図ります。

魅力と活力を創出する富山市の「顔」にふさわしい中心市街
地の形成を図ります。

交通体系の整備／利用促進

再開発／支援事業

道路・上下水道／景観整備／
駅周辺／公園など

地球温暖化の防止

文化・芸術・教育・食／
健康・スポーツ

地域・コミュニティ／
人材育成・組織づくり

賑わい・イベント／
観光・コンベンション／産業振興

事業体系／大分類 事業体系／小分類 目標とする将来像 事業数

15
事業

7
事業

10
事業

4
事業

8
事業

8
事業

14
事業

66
事業

第２期計画においては、３つの目標を確実に達成するために、事業分野を下表の通りに体系化し、それぞれに事業
を位置付けます。 事業主体 基幹

事業

事業主体

事業主体

民間

まちづくり
会社

公共交通の利便性の向上

交通体系の整備
中心市街地区域内の循環型コミュニティバス事業（まいどはやバス）の運行を引
き続き行い、賑わいの創出と活性化を図ります。

●（4）中心市街地コミュニティバス運行事業

市の中心部と郊外地域を結ぶJR高山本線について活性化事業を実施します。
●（5）高山本線活性化事業

本市の中心部と南東部を結ぶ公共交通軸である富山地方鉄道上滝線について
活性化事業を行います。

●（6）上滝線活性化事業

市

利 用 促 進

電車への自転車持ち込みを拡大し、利用の促進・回遊性の向上を図ります。

●（10）公共交通サイクルポーター事業

交通系ICカードの機能強化策として、商店街と連携したポイントサービス事業や、
利用拡大事業に取り組みます。
ICカード利用拡大事業／ICカードポイントサービス事業など

●（7）ICカード機能強化事業

公共交通利用促進のため、割引制度などの導入を検討し、公共交通による来街
の促進を図ります。
路面電車オート1day／公共交通版まちなか感謝デー／ファミリー割引事業など

●（8）公共交通割引等事業

市電、ライトレールなどの駅周辺にパーク＆ライド用の駐車場整備を行い、公共
交通の利用促進と中心市街地への来街促進を図ります。

●（9）パーク＆ライド促進事業

事業主体

民間

事業主体

民間

事業主体

民間

事業主体

民間

事業主体

市
基幹
事業

事業主体

民間
運行頻度や利用者が多い路線をイメージリーダー路線として位置づけ、これらの
路線において交通事業者がデザイン性の高い大型ノンステップバスを導入する
取り組みに対して支援を行います。

●（12）バス路線イメージリーダー路線整備事業

事業主体

市
電車・バス等の公共交通への利用転換に向けた意識に変化を促すための施策を
実施します

●（13）市民意識啓発事業（モビリティ・マネジメント）

65歳以上の高齢者を対象に、公共交通機関が100円で利用できるサービスを行
い、来街の促進を図ります。

●（11）おでかけ定期事業

1期からの継続事業 実施中で2期計画に位置づけ

新規事業で実施（検討）を行うもの

公共交通や
自転車・徒歩の
利便性の向上

富山らしさの発信と
人の交流による
賑わいの創出

質の高い
ライフスタイル
の実現
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事業一覧

支 援 事 業

中心市街地において、地場産農産物や加工品、その他の生活に必要なサービスを
提供する生活利便施設の充実を図ります。
富山とれたてネットワーク事業（地場もん屋）／地場農産物プチマルシェ事業など

●（20）生活利便施設充実事業

住宅取得に対する支援（家賃・取得費補助等）を行い、定住人口の増加を
図ります。

●（17）まちなか居住推進事業

空き家情報バンクを立ち上げ民間の流通促進を図り、まちなか居住人口の増加
を図ります。

●（18）住宅ストック活用推進事業

中心市街地地区において、コミュニティ形成を促進する設備を有する集合住宅の
整備の可能性について調査・検討します。

●（19）高機能コミュニティー型集合住宅検討事業

土地区画整理事業の手法により、公共施設の整備と居住環境の改善、居住の推
進を図ります。

●（22）牛島地区まちづくり推進事業

子どもを対象とした施設整備を行い、子育て世代の来街促進を図ります。
こども図書館／子育て支援センターなど

●（21）まちなか子育て支援施設整備事業

事業主体

民間

事業主体

市

事業主体

市

事業主体

市

事業主体

市
基幹
事業

事業主体

民間

基幹
事業

基幹
事業

質の高い都市空間の整備（10事業）

道路・上下水道

景 観 整 備

中心市街地の都市景観の魅力を高め、質の高い都市空間を創出します。
バナーフラッグ掲出事業／ポスターのまちづくり推進事業／フラワーハンキング
バスケットなど

●（26）中心市街地美観創出事業

電線類の地中化と一体的に歩道を整備し、快適な歩行者空間・良好な都市空間
を創出します。

●（23）道路景観形成事業

合流式下水道改善計画を進め、放流先となる公共用水域の水質改善と浸水対策
を進めます。

●（24）松川処理分区雨水貯留施設整備事業

中心市街地の美観保全対策などに取り組むことで、清潔で美しく質の高い都市空
間を創出します。　中心市街地美観保全事業（落書き・防犯カメラ・花コンテナ・
ベンチ）／放置自転車対策／街角クリーン活動など

●（25）中心市街地美観保全事業

中心商店街が魅力ある商業空間を形成するため、統一したコンセプトで行う店
舗外装等の整備に対して助成し、街としての新しい魅力づくりを支援します。

●（27）中心商店街魅力創出事業

事業主体

事業主体

市

事業主体

市

事業主体

市

市

基幹
事業

基幹
事業

富山市の都心イメージ向上を図るため、市民・事業者・行政の協働により質の高
い都市景観形成に取り組みます。
屋外広告物対策関連事業／景観まちづくり推進事業など

●（28）都心地区都市景観形成推進事業 事業主体

市
民間

事業主体

民間

駅 周 辺

公 園

北陸新幹線の高架による富山駅への乗り入れにあわせ在来線も高架化を図り、
南北一体的なまちづくりを進め、魅力ある富山駅周辺地区の整備を行います。

●（29）富山駅周辺地区南北一体的なまちづくり事業（富山駅付近連続立体交差事業）

高架下空間の南北自由通路及び東西自由通路の整備を進め、富山駅南北市街地
の一体性向上や新幹線と在来線の高架下の一体的な利活用促進を図ります。

●（30）富山駅自由通路整備事業

北陸新幹線開業や富山駅付近連続立体交差事業と併せ、富山駅周辺地区の南北
一体的なまちづくりを推進するため、駅前広場や都市計画道路などの都市基盤
整備を行い、駅周辺における土地利用の高度化を目指します。

●（31）富山駅周辺地区土地区画整理事業

事業主体

事業主体

事業主体

市

事業主体

市

市

基幹
事業

基幹
事業

基幹
事業

市
県

富山らしさを象徴する城址公園として再整備します。

●（32）富山城址公園整備事業

まちなか居住の推進（7事業）

再 開 発
商業施設、共同住宅等の整備に対して支援し、まちなか居住の促進を図ります。

●（16）西町東南地区第一種市街地再開発事業 事業主体

民間

事業主体

民間
最終便の時間を延長し、まちなかの夜間における賑わいの創出を図ります。

●（15）公共交通夜間延長事業

事業主体

市
市内電車環状線の車両に季節感やイベントなどを表すラッピングを施し、期間限
定で運行します。

●（14）市内電車環状線ラッピング事業

公共交通の利便性の向上

基幹
事業

1期からの継続事業 実施中で2期計画に位置づけ

新規事業で実施（検討）を行うもの

基幹
事業

利 用 促 進
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事業一覧

支 援 事 業

中心市街地において、地場産農産物や加工品、その他の生活に必要なサービスを
提供する生活利便施設の充実を図ります。
富山とれたてネットワーク事業（地場もん屋）／地場農産物プチマルシェ事業など

●（20）生活利便施設充実事業

住宅取得に対する支援（家賃・取得費補助等）を行い、定住人口の増加を
図ります。

●（17）まちなか居住推進事業

空き家情報バンクを立ち上げ民間の流通促進を図り、まちなか居住人口の増加
を図ります。

●（18）住宅ストック活用推進事業

中心市街地地区において、コミュニティ形成を促進する設備を有する集合住宅の
整備の可能性について調査・検討します。

●（19）高機能コミュニティー型集合住宅検討事業

土地区画整理事業の手法により、公共施設の整備と居住環境の改善、居住の推
進を図ります。

●（22）牛島地区まちづくり推進事業

子どもを対象とした施設整備を行い、子育て世代の来街促進を図ります。
こども図書館／子育て支援センターなど

●（21）まちなか子育て支援施設整備事業

事業主体

民間

事業主体

市

事業主体

市

事業主体

市

事業主体

市
基幹
事業

事業主体

民間

基幹
事業

基幹
事業

質の高い都市空間の整備（10事業）

道路・上下水道

景 観 整 備

中心市街地の都市景観の魅力を高め、質の高い都市空間を創出します。
バナーフラッグ掲出事業／ポスターのまちづくり推進事業／フラワーハンキング
バスケットなど

●（26）中心市街地美観創出事業

電線類の地中化と一体的に歩道を整備し、快適な歩行者空間・良好な都市空間
を創出します。

●（23）道路景観形成事業

合流式下水道改善計画を進め、放流先となる公共用水域の水質改善と浸水対策
を進めます。

●（24）松川処理分区雨水貯留施設整備事業

中心市街地の美観保全対策などに取り組むことで、清潔で美しく質の高い都市空
間を創出します。　中心市街地美観保全事業（落書き・防犯カメラ・花コンテナ・
ベンチ）／放置自転車対策／街角クリーン活動など

●（25）中心市街地美観保全事業

中心商店街が魅力ある商業空間を形成するため、統一したコンセプトで行う店
舗外装等の整備に対して助成し、街としての新しい魅力づくりを支援します。

●（27）中心商店街魅力創出事業

事業主体

事業主体

市

事業主体

市

事業主体

市

市

基幹
事業

基幹
事業

富山市の都心イメージ向上を図るため、市民・事業者・行政の協働により質の高
い都市景観形成に取り組みます。
屋外広告物対策関連事業／景観まちづくり推進事業など

●（28）都心地区都市景観形成推進事業 事業主体

市
民間

事業主体

民間

駅 周 辺

公 園

北陸新幹線の高架による富山駅への乗り入れにあわせ在来線も高架化を図り、
南北一体的なまちづくりを進め、魅力ある富山駅周辺地区の整備を行います。

●（29）富山駅周辺地区南北一体的なまちづくり事業（富山駅付近連続立体交差事業）

高架下空間の南北自由通路及び東西自由通路の整備を進め、富山駅南北市街地
の一体性向上や新幹線と在来線の高架下の一体的な利活用促進を図ります。

●（30）富山駅自由通路整備事業

北陸新幹線開業や富山駅付近連続立体交差事業と併せ、富山駅周辺地区の南北
一体的なまちづくりを推進するため、駅前広場や都市計画道路などの都市基盤
整備を行い、駅周辺における土地利用の高度化を目指します。

●（31）富山駅周辺地区土地区画整理事業

事業主体

事業主体

事業主体

市

事業主体

市

市

基幹
事業

基幹
事業

基幹
事業

市
県

富山らしさを象徴する城址公園として再整備します。

●（32）富山城址公園整備事業

まちなか居住の推進（7事業）

再 開 発
商業施設、共同住宅等の整備に対して支援し、まちなか居住の促進を図ります。

●（16）西町東南地区第一種市街地再開発事業 事業主体

民間

事業主体

民間
最終便の時間を延長し、まちなかの夜間における賑わいの創出を図ります。

●（15）公共交通夜間延長事業

事業主体

市
市内電車環状線の車両に季節感やイベントなどを表すラッピングを施し、期間限
定で運行します。

●（14）市内電車環状線ラッピング事業

公共交通の利便性の向上

基幹
事業

1期からの継続事業 実施中で2期計画に位置づけ

新規事業で実施（検討）を行うもの

基幹
事業

利 用 促 進
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事業一覧

健 康
ス ポ ー ツ

市内に点在する博物館と美術館を巡回するバスを運行し、利用者の利便性を図
ります。

●（42）市内博物館・美術館巡回バス事業

富山の食の魅力を高め、情報を発信するための取り組みについて検討するとと
もに、民間や各種団体が行う事業に対して支援を行います。

●（43）とやま食彩発信事業

事業主体

市

地域総合力の強化（8事業）

地 域
コミュニ ティ

人 材 育 成
組 織 づ く り

柳町公民館を市営住宅（稲荷町団地）跡地へ移転改築し、中心市街地並びに柳町
地域の公民館活動の活性化を促進します。

●（45）地域交流センター整備事業（柳町地区） 事業主体

市

来街者の交流を促進するために、まちなかの施設整備等に併せて公的空間
（広場）を整備します。また、まちなかの幹線道路沿線の空き地、空き家等を活用
し「プチ広場」を整備します。

●（46）プチまちなか賑わい広場整備事業 事業主体

民間

屋外の空きスペースに、移動販売車などにより気軽に休憩・飲食できる場を設
け、来街者同士の交流を促進します。

●（47）まちなかサロン整備事業

今後の活性化の取り組みにおいては、地域団体、ＮＰＯ、地元商店街の更なる連
携が大変重要となることから、コーディネイト役となる「まちづくり会社」等の機能
を強化するため、自主財源の確保、財政支援、人的支援等を引き続き行います。

●（48）まちづくり会社機能強化事業

事業主体

民間

事業主体

まちづくり
会社

まちなか観光等の情報を情報誌やパソコンなどの様々なメディアを活用して発
信し、中心市街地への来街者の増加を図ります。また、まちづくり団体の基本情報
等のデータベース化や情報の共有、情報発信の協働などに取り組みます。

●（50）まちなか情報発信事業 事業主体

借りる条件を緩やかにした（週末のみや一週間単位のレンタル等）空き店舗を利
用したチャレンジショップの運営を行います。

●（52）週末等トライアル・アンテナショップ運営事業 事業主体

「まちなか研究室」を大学生等のまちなかにおける活動拠点や発表の場として活
用します。また大学生等と商店街、企業、住民との交流・協働により中心市街地の
活性化を目指します。
まちなか研究室／MAG.netコラボレーション促進事業／まちづくりコンペ事業
／まちづくりモニター事業など

●（51）大学連携事業

商店街活性化支援、商業者育成支援、産学官連携、環境保全、賑わい創出等の活
性化活動の主役であるＮＰＯ等の民間団体に対して支援を行います。
アーバン・アテンダント事業／公募提案型協働事業／まちなか情報発信支援事
業／団体設立、体制強化支援事業／まちづくり団体活動支援事業など

●（49）ＮＰＯ等民間団体支援事業
事業主体

市

まちなかに良質な歩行空間の整備や更衣室・シャワーなど利用環境を整えること
で、歩きたくなる街を目指し、健康的な生活基盤の向上を図ります。

●（44）まちなか歩行空間整備改善事業
事業主体

市
民間

事業主体

市
民間

基幹
事業

まちづくり
会社

まちづくり
会社

民間／大学

事業主体

まちづくり
会社

市／大学

民間

環境に配慮したまちづくり（4事業）

地球温暖化の
防止

まちなかにおいて、再生可能エネルギーの活用や省エネ活動を通して、環境意識
の啓発を行いながらエコエネルギーの利用を促進します。

●（36）まちなかエコアクション促進事業

商店街の装飾などのLED化を促進します。
サンライト事業（街灯LED化）／商店街LED化推進事業など

●（33）まちなかLED化推進事業

まちなか交通網としての利便性を高めることにより、近距離の自動車利用を抑制
し中心市街地の活性化や回遊性の強化を図ります。

●（34）自転車市民共同利用システム

自転車専用道・駐輪場の整備等を通じて、まちなかにおける自転車の利用環境を
向上させます。

●（35）自転車利用環境整備事業

事業主体

事業主体

事業主体

民間

事業主体

市
基幹
事業

市
民間

市
民間

健康で文化的な生活基盤整備（8事業）

芸 術
文 化
教 育 ・ 食

業務施設や公益施設からなる複合施設を整備します。

●（37）西町南地区第一種市街地再開発事業

西町南地区の複合施設に、市民が集い憩える「文化・情報交流拠点」としてのガラ
ス美術館、図書館本館を整備し、賑わいの創出や中心市街地の活性化を図りま
す。

●（38）西町南地区複合施設整備事業

商業施設、映画館、ホテルおよび駐車場からなる複合用途施設の整備に対して支
援することにより、賑わいを創出し、中心市街地の活性化を図ります。

●（39）総曲輪西地区第一種市街地再開発事業

事業主体

事業主体

事業主体

市

民間

事業主体

基幹
事業

基幹
事業

基幹
事業

基幹
事業

商業及び宿泊施設などの整備に対して支援することにより、賑わいを創出し、中
心市街地の活性化を図ります。

●(40）桜町一丁目4番地区第一種市街地再開発事業

事業主体 基幹
事業

市街地再開発により、商業施設や居住施設などの複合施設の整備に対して支援
を行います。

●(41）中央通りD北街区第一種市街地再開発事業

民間

民間

民間

1期からの継続事業 実施中で2期計画に位置づけ

新規事業で実施（検討）を行うもの

賑わいの創出（14事業）

賑 わ い
イ ベ ン ト 市街地再開発により、商業施設や住宅施設等の複合施設の整備に対して

支援することにより、賑わいを創出し、中心市街地の活性化を図ります。

●（53）総曲輪三丁目地区第一種市街地再開発事業
基幹
事業

中心市街地の空き地・空き店舗への大規模小売店舗の出店を促進するために、
大規模小売店舗立地法の手続きの簡素化の措置を行います。

●（54）大規模小売店舗立地法の特例措置 事業主体

県

これまでに整備した賑わい拠点施設の運営を行い、更なる賑わいの創出を図りま
す。
グランドプラザ／まちなかサロン樹の子／賑わい交流館／賑わい横丁運営事業

●（55）街なか賑わい施設運営事業 事業主体

市・
まちづくり
会社

事業主体

民間

14

第
2
期
計
画
の
概
要

15

第
2
期
計
画
の
概
要



事業一覧

健 康
ス ポ ー ツ

市内に点在する博物館と美術館を巡回するバスを運行し、利用者の利便性を図
ります。

●（42）市内博物館・美術館巡回バス事業

富山の食の魅力を高め、情報を発信するための取り組みについて検討するとと
もに、民間や各種団体が行う事業に対して支援を行います。

●（43）とやま食彩発信事業

事業主体

市

地域総合力の強化（8事業）

地 域
コミュニ ティ

人 材 育 成
組 織 づ く り

柳町公民館を市営住宅（稲荷町団地）跡地へ移転改築し、中心市街地並びに柳町
地域の公民館活動の活性化を促進します。

●（45）地域交流センター整備事業（柳町地区） 事業主体

市

来街者の交流を促進するために、まちなかの施設整備等に併せて公的空間
（広場）を整備します。また、まちなかの幹線道路沿線の空き地、空き家等を活用
し「プチ広場」を整備します。

●（46）プチまちなか賑わい広場整備事業 事業主体

民間

屋外の空きスペースに、移動販売車などにより気軽に休憩・飲食できる場を設
け、来街者同士の交流を促進します。

●（47）まちなかサロン整備事業

今後の活性化の取り組みにおいては、地域団体、ＮＰＯ、地元商店街の更なる連
携が大変重要となることから、コーディネイト役となる「まちづくり会社」等の機能
を強化するため、自主財源の確保、財政支援、人的支援等を引き続き行います。

●（48）まちづくり会社機能強化事業

事業主体

民間

事業主体

まちづくり
会社

まちなか観光等の情報を情報誌やパソコンなどの様々なメディアを活用して発
信し、中心市街地への来街者の増加を図ります。また、まちづくり団体の基本情報
等のデータベース化や情報の共有、情報発信の協働などに取り組みます。

●（50）まちなか情報発信事業 事業主体

借りる条件を緩やかにした（週末のみや一週間単位のレンタル等）空き店舗を利
用したチャレンジショップの運営を行います。

●（52）週末等トライアル・アンテナショップ運営事業 事業主体

「まちなか研究室」を大学生等のまちなかにおける活動拠点や発表の場として活
用します。また大学生等と商店街、企業、住民との交流・協働により中心市街地の
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市
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市
民間

事業主体

市
民間

基幹
事業

まちづくり
会社

まちづくり
会社

民間／大学

事業主体

まちづくり
会社

市／大学

民間

環境に配慮したまちづくり（4事業）

地球温暖化の
防止

まちなかにおいて、再生可能エネルギーの活用や省エネ活動を通して、環境意識
の啓発を行いながらエコエネルギーの利用を促進します。
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●（35）自転車利用環境整備事業

事業主体

事業主体

事業主体

民間

事業主体

市
基幹
事業

市
民間

市
民間

健康で文化的な生活基盤整備（8事業）

芸 術
文 化
教 育 ・ 食

業務施設や公益施設からなる複合施設を整備します。

●（37）西町南地区第一種市街地再開発事業

西町南地区の複合施設に、市民が集い憩える「文化・情報交流拠点」としてのガラ
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事業主体

事業主体

事業主体

市

民間

事業主体

基幹
事業

基幹
事業

基幹
事業

基幹
事業

商業及び宿泊施設などの整備に対して支援することにより、賑わいを創出し、中
心市街地の活性化を図ります。

●(40）桜町一丁目4番地区第一種市街地再開発事業

事業主体 基幹
事業

市街地再開発により、商業施設や居住施設などの複合施設の整備に対して支援
を行います。

●(41）中央通りD北街区第一種市街地再開発事業

民間

民間

民間

1期からの継続事業 実施中で2期計画に位置づけ

新規事業で実施（検討）を行うもの

賑わいの創出（14事業）

賑 わ い
イ ベ ン ト 市街地再開発により、商業施設や住宅施設等の複合施設の整備に対して

支援することにより、賑わいを創出し、中心市街地の活性化を図ります。

●（53）総曲輪三丁目地区第一種市街地再開発事業
基幹
事業

中心市街地の空き地・空き店舗への大規模小売店舗の出店を促進するために、
大規模小売店舗立地法の手続きの簡素化の措置を行います。

●（54）大規模小売店舗立地法の特例措置 事業主体

県

これまでに整備した賑わい拠点施設の運営を行い、更なる賑わいの創出を図りま
す。
グランドプラザ／まちなかサロン樹の子／賑わい交流館／賑わい横丁運営事業

●（55）街なか賑わい施設運営事業 事業主体

市・
まちづくり
会社

事業主体

民間
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事業一覧

観 光
コンベンション

産 業 振 興

新幹線開業に向けて、市民の期待感を醸成し、駅周辺の賑わいを創出するため
に、駅周辺においてイベント等を開催します。

●（57）駅周辺イベント開催事業　 事業主体

民間

まちなかの見どころなどを紹介する映像や、中心商店街や富山駅周辺のお買いもの情

報・イベント情報などを放映し、グランドプラザからの回遊性の向上を図ります。

●（58）グランドプラザ大型ビジョン活用事業

富山市のまちなか観光・薬業振興のための中核施設として「くすり関連施設」を
整備します。

●（59）くすり関連施設整備事業
基幹
事業

まちづくり会社、ＮＰＯ等民間団体、大学、地域団体、商店街組合等が連携して開
催する活性化を目的に行うイベント等に対して支援をします。
・グランドプラザ開催事業（水辺の映像祭、エコリンクなど）
・まちなか感謝デー開催／オープンカフェ、フリーマーケット等道路活用事業など

●（56）まちなかイベント開催事業 事業主体

市・民間
大学・

まちづくり
会社

市

事業主体

まちなかにおいて、観光客などの回遊性を高めることで一層の賑わい創出を行います。

●（61）まちなか観光地回遊促進事業

まちの駅などを活用し、観光客受け入れ体制を構築します。　

●（62）観光ネットワーク推進事業

都心地区で新たに事務所を開設する企業に対し、オフィス賃借料の一部を補助するな
ど支援を行います。

●（63）まちなかオフィス等立地助成事業

中心商業地区の空き店舗に出店を促進・誘致するとともに、空き店舗情報の発信や
賃貸方式による利活用方策を検討し、賑わいの創出を行います。　店舗誘致（支援）事業／空き店舗
活用事業／出店サポート事業／空き店舗情報発信事業など

●（64）中心商店街出店促進・空店舗活用事業

来街するビジネスパーソンや出張者が利用できるビジネススペースを駅周辺や中心地区に設
置します。ビジネス利用での利便性の向上を図るため、会議・商談スペース、個人使用のワーク
スペース、ビジネス書の蔵書、Ｗｉ-Ｆｉの設置、コーヒー等の各種サービスを提供します。

●（65）ビジネスセンター設置事業
基幹
事業

市が指定する大型商業施設等がまちなかに出店する場合、支援を行います。

●（66）大型商業施設誘致事業

まちなかへの観光客の誘客を図るため、施設整備やイベントなどを実施します。また、
市民やＮＰＯが実施する観光関連イベントなどに支援を行い、観光拠点としての充実
を図ります。　富山駅観光案内所設置事業／案内看板・外国語表示看板等設置事業／
外国人観光客滞在促進事業／観光事業（富山まつり、スノーピアード等）／観光客誘致
宣伝事業など

●（60）まちなか観光推進事業

事業主体

民間

事業主体

市・民間・
まちづくり
会社

事業主体

市・民間・
まちづくり
会社

事業主体

市・民間
まちづくり
会社

市

事業主体

市

事業主体

市

事業主体

民間

事業主体

賑わいの創出（14事業）

賑 わ い
イ ベ ン ト

1期からの継続事業 実施中で2期計画に位置づけ

新規事業で実施（検討）を行うもの

第２期富山市中心市街地活性化基本計画
編集・発行　平成２６年３月
富山市　都市整備部　中心市街地活性化推進課
〒 930-8510
富山市新桜町７番３８号
℡０７６－４４３－２０５４（直通）
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